
 

「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について 

 

令和３年２月１９日 

 

 

 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」について，下記のとおり必要な改正を行いましたので，公表します。 

 

記 

赤字が修正部分 

通し 

番号 

該当ページ 

（改正後） 
改正箇所 現行 改正 

1 P.6 第２章 

第３節 

特定技能外国人受

入れ手続の流れ 

○５つ目 

○ 在留諸申請に必要な書類の一覧は，別紙２のとおり

です。なお，法務省ホームページに様式を掲載してい

ますので，御活用ください。 

○ 在留諸申請に必要な書類の様式並びに記載例及び提

出書類一覧表については，出入国在留管理庁ホームペ

ージに掲載していますので，御活用ください。なお，掲載

場所は，本節末尾の別表のとおりです。 

2 P.7 ○８つ目 ○ 登録支援機関に必要な書類の一覧は，別紙３のとお

りです。なお，法務省ホームページに様式を掲載してい

ますので，御活用ください。 

○ 登録支援機関の登録申請に必要な書類の様式並びに

記載例及び提出書類一覧表については，出入国在留管

理庁ホームページに掲載していますので，御活用くださ

い。なお，掲載場所は，本節末尾の別表のとおりです。 

3 P.7 別表（申請に必要な

書類） 

（新設）  

URL QR コード 

 

http://www.moj.go.jp/isa/p
olicies/ssw/nyuukokukanr
i07_00202.html  

 



4 P.7 

 

第４節 

第１  特定技能所属

機関 

○１つ目及び２つ目 

○ 特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れた

後に行わなければならない届出の概要は，別紙４のと

おりです。 

○ 特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れた

後に行わなければならない届出の概要は，別紙２のとお

りです。 

○ 届出に必要な書類の様式について，出入国在留管理

庁ホームページに掲載していますので，御活用くさだい。

なお，掲載場所は，本節末尾の別表のとおりです。 

5 P.7 第２ 登録支援機関 

○１つ目及び２つ目 

○ 登録支援機関が支援業務を開始した後に行わなけ

ればならない届出の概要は，別紙５のとおりです。 

○ 登録支援機関が支援業務を開始した後に行わなけれ

ばならない届出の概要は，別紙３のとおりです。 

○ 届出に必要な書類の様式について，出入国在留管理

庁ホームページに掲載していますので，御活用くさだい。

なお，掲載場所は，本節末尾の別表のとおりです。 

6 P.8 別表（届出に必要な

書類） 

 

（新設）  

URL QR コード 

 

http://www.moj.go.jp/isa/p
olicies/ssw/nyuukokukanr
i10_00002.html  

 

7 P.10 第３章第２節 ○ 特定産業分野における熟練した技能とは，当該特定

産業分野における長年の実務経験等により身に付けた

熟達した技能をいい，当該特定産業分野に係る分野

別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満た

すものをいいます。 

なお，平成３１年４月１日現在で，「特定技能２号」に

よる外国人の受入れが可能となるのは，「建設分野」と

「造船・舶用工業分野」の２分野となっています。 

○ 特定産業分野における熟練した技能とは，当該特定

産業分野における長年の実務経験等により身に付けた

熟達した技能をいい，当該特定産業分野に係る分野別

運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たすも

のをいいます。 

なお，令和３年２月１９日時点で，「特定技能２号」に

よる外国人の受入れが可能となるのは，「建設分野」と

「造船・舶用工業分野」の２分野となっています。 

8 P.11 【留意事項】 

○３つ目 

○ 「特定技能２号」での受入れができる分野は，分野省

令において，「建設分野」と「造船・舶用工業分野」のみ

○ 「特定技能２号」での受入れができる分野は，分野省

令において，「建設分野」と「造船・舶用工業分野」のみと



となっています（平成３１年４月１日現在）。 なっています（令和３年２月１９日時点）。 

9 P.15 第４章 

第１節 

（３）技能水準に関

するもの 

【確認対象の書類】 

・１つ目 

・特定技能外国人の履歴書（参考様式１－１号）※１０か

国語の翻訳様式を HP 掲載 

（削除） 

10 P.17 【留意事項】 

○８つ目 

 

（新設） ○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等の事情

により技能実習計画に定めた技能検定又は技能実習評

価試験の受検ができず次の段階の技能実習を行うことが

できないために所属している実習実施者において引き続

き業務に従事しながら当該検定等の受検を目的として在

留資格「特定活動」で活動した場合などのように，当該活

動が技能実習と実質的に同一であるものとしてと取り扱わ

れたときは，当該活動に係る期間は技能実習を行った期

間と取り扱います。 

11 P.17 ○９つ目 ○ 「特定技能１号」の活動として従事する業務と技能実

習２号との関連性については，分野別運用方針におい

て定められています（詳細は本要領別紙６及び本要領

別冊（分野別）を参照）。 

○ 「特定技能１号」の活動として従事する業務と技能実習

２号との関連性については，分野別運用方針において定

められています（詳細は本要領別紙４及び本要領別冊

（分野別）を参照）。 

12 P.19 （４）日本語能力に関

するもの 

【確認対象の書類】 

・１つ目 

・特定技能外国人の履歴書（参考様式１－１号）※１０か

国語の訳様式を HP 掲載 

（削除） 

13 P.20 【留意事項】 

○５つ目 

（新設） ○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等の事情

により技能実習計画に定めた技能検定又は技能実習評

価試験の受検ができず次の段階の技能実習を行うことが



できないために所属している実習実施者において引き続

き業務に従事しながら当該検定等の受検を目的として在

留資格「特定活動」で活動した場合などのように，当該活

動が技能実習と実質的に同一であるものとしてと取り扱わ

れたときは，当該活動に係る期間は技能実習を行った期

間と取り扱います。 

14 P.20 ○６つ目 ○ 「特定技能１号」の活動として従事する業務と技能実

習２号との関連性については，分野別運用方針において

定められています（詳細は，本要領別紙６及び本要領別

冊（分野別）を参照）。 

○ 「特定技能１号」の活動として従事する業務と技能実習

２号との関連性については，分野別運用方針において定

められています（詳細は，本要領別紙４及び本要領別冊

（分野別）を参照）。 

15 P.21 （５）退去強制令書

の円滑な執行への

協力に関するもの 

【留意事項】 

○ 退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域と

は，告示で定める次の国・地域をいいます（平成３１年

４月１日時点）。 

○ 退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域と

は，告示で定める次の国・地域をいいます（令和３年２月

１９日時点）。 

16 P.22 （６）通算在留年数

に関するもの 

【確認対象の書類】 

・１つ目 

・特定技能外国人の履歴書（参考様式１－１号）※１０

か国語の翻訳様式を HP 掲載 

（削除） 

17 P.22-23 【留意事項】 

○３つ目 

（新設） 

 

 

○ ただし，次の場合は通算在留期間に含まれません。 

  ・再入国許可により出国（みなし再入国許可による出国

を含む。）したものの，新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国

することができなかった期間 

この場合，新型コロナウイルス感染症の影響に関する

申立書（参考様式第１－２８号）を提出いただくことによ

り，その事情を考慮して通算在留期間に含めない取扱い

とします。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により，受入れ機関又



は受入れ予定機関の経営状況の悪化（倒産，人員整

理，雇止め，採用内定の取消し等）等により，自己の責め

に帰すべき事由によらずに当該機関において活動するこ

とができなくなり現在の在留資格で本邦に引き続き在留

することが困難となった外国人，又は，予定された技能

実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感

染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限

等を受けて帰国が困難となった外国人の本邦での雇用

を維持するため，特定産業分野において，特定技能の業

務に必要な技能を身に付けるために在留資格「特定活

動」で在留した期間 

18 P.23 （７）保証金の徴

収・違約金契約等に

関するもの 

【確認対象の書類】 

・事前ガイダンスの確認書（参考様式１－７号）※１０か国

語の翻訳様式を HP 掲載 

・支払費用の同意書及び明細書（参考様式１－８号）※１

０か国語の翻訳様式を HP 掲載 

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式１－１７号）

※１０か国語の翻訳様式を HP 掲載 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式１－１６号） 

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式１－１７号）※

１０か国語の翻訳様式を HP 掲載 

19 P.24 

 

【留意事項】 

○３つ目 

○ 事前ガイダンスの確認書（参考様式第１－７号），支

払費用の同意書及び明細書（参考様式第１－８号）及

び１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－

１７号）は，申請人が十分に理解できる言語に翻訳し，

申請人が内容を十分に理解した上で署名をすることが

求められます。 

○ 雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号）及び

１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１７

号）は，申請人が十分に理解できる言語に翻訳し，申請

人が内容を十分に理解した上で署名をすることが求めら

れます。 

20 P.25 （８）費用負担の合

意に関するもの 

【確認対象の書類】 

・雇用条件書の写し（参考様式１－６号）※１０か国語の

翻訳様式を HP 掲載 

・事前ガイダンスの確認書（参考様式１－７号）※１０か国

語の翻訳様式を HP 掲載 

・支払費用の同意書及び明細書（参考様式１－８号）※１

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号）※10 か国語の

翻訳様式を HP 掲載 

・徴収費用の説明書（参考様式第１－９号） 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－ 



０か国語の翻訳様式を HP 掲載 

・徴収費用の説明書（参考様式１－１６号） 

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式１－１７号）

※１０か国語の翻訳様式を HP 掲載 

１７号）※10 か国語の翻訳様式を HP 掲載 

21 P.26 【留意事項】 

○５つ目 

○ 雇用条件書の写し（参考様式第１－６号），事前ガイ

ダンスの確認書（参考様式第１－７号），支払費用の同

意書及び明細書（参考様式第１－８号）及び１号特定

技能外国人支援計画書（参考用紙第１－１７号）は，

申請人が十分に理解できる言語により作成し，申請人

が内容を十分に理解した上で署名することが求められ

ます。 

○ 雇用条件書の写し（参考様式第１－６号），雇用の経緯

に係る説明書（参考様式第１－１６号）及び１号特定技能

外国人支援計画書（参考用紙第１－１７号）は，申請人

が十分に理解できる言語により作成し，申請人が内容を

十分に理解した上で署名することが求められます。 

22 P.26 （９）本国において

遵守すべき手続に

関するもの 

○２つ目 

（新設） ○ 本制度では，悪質な仲介事業者の排除を目的として，

外国政府との情報共有の枠組みの構築を目的とする二

国間取決めを送出国政府との間で作成することとしてい

るところ，当該取決めにおいて「遵守すべき手続」が定め

られている場合には当該手続を経ていることが必要となり

ます。 

23 P.26 【留意事項】 

○１つ目 

○ 本制度では，悪質な仲介事業者の排除を目的とし

て，外国政府との情報共有の枠組みの構築を目的と

する二国間取決めを送出国政府との間で作成すること

としているところ，二国間取決めにおいて，「遵守すべき

手続」が定められた場合など必要な情報が示された場

合には，法務省ホームページで，随時お知らせします

（なお，二国間取決めを作成した国以外の国籍を有す

る者であっても受け入れることは可能です。）。 

○ 二国間取決めにおいて，「遵守すべき手続」が定められ

た場合など必要な情報が示された場合には，出入国在

留管理庁ホームページで，随時お知らせします（なお，二

国間取決めを作成した国以外の国籍を有する者であって

も受け入れることは可能です。）。 

24 P.29 第２節 

（３）技能水準に関

するもの 

・特定技能外国人の履歴書（参考様式１－１号）※１

０か国語の翻訳様式を HP 掲載 

（削除） 



【確認対象の書類】 

・１つ目 

25 P.30 （４）退去強制令書

の円滑な執行への

協力に関するもの 

【留意事項】 

○１つ目 

○ 退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域と

は，告示で定める次の国・地域をいいます（平成３１年

４月１日時点）。 

・ イラン・イスラム共和国 

○ 退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域と

は，告示で定める次の国・地域をいいます（令和３年２月

１９日時点）。 

・ イラン・イスラム共和国 

26 P.30 （５）保証金の徴

収・違約金契約に関

するもの 

【確認対象の書類】 

・支払費用の同意書及び明細書（参考様式１－８号）※１

０か国語の翻訳様式を HP 掲載 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式１－１６号） 

27 P.31 

 

【留意事項】 

○４つ目 

○ 支払費用の同意書及び明細書（参考様式第１－８

号）は，申請人が十分に理解できる言語により作成し，

申請人がその内容を理解した上で署名していることが

求められます。 

○ 雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号）は，

申請人が十分に理解できる言語により作成し，申請人が

その内容を理解した上で署名していることが求められま

す。 

28 P.32 （６）費用負担の合

意に関するもの 

【確認対象の書類】 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号）※１０か国語

の翻訳様式を HP 掲載 

・支払費用の同意書及び明細書（参考様式第１－８号）

※１０か国語の翻訳様式を HP 掲載 

・徴収費用の説明書（参考様式第１－９号） 

・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号）※１０か国語の

翻訳様式を HP 掲載 

・徴収費用の説明書（参考様式第１－９号） 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

29 P.33 【留意事項】 

○５つ目 

○ 雇用条件書の写し（参考様式第１－６号）及び支払

費用の同意書及び明細書（参考様式第１－８号）は，

申請人が十分に理解できる言語により作成し，申請人

が内容を十分に理解した上で署名していることが求めら

れます。 

○ 雇用条件書の写し（参考様式第１－６号）及び雇用の

経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号）は，申請人が

十分に理解できる言語により作成し，申請人が内容を十

分に理解した上で署名していることが求められます。 

30 P.33 （７）本国において

遵守すべき手続に

関するもの 

（新設） ○ 本制度では，悪質な仲介事業者の排除を目的として，

外国政府との情報共有の枠組みの構築を目的とする二

国間取決めを送出国政府との間で作成することとしてい



○２つ目 るところ，当該取決めにおいて「遵守すべき手続」が定め

られている場合には当該手続を経ていることが必要となり

ます。 

31 P.33 【留意事項】 

○１つ目 

○ 本制度では，悪質な仲介事業者の排除を目的とし

て，外国政府との情報共有の枠組みの構築を目的と

する二国間取決めを送出国政府との間で作成すること

としているところ，二国間取決めにおいて，「遵守すべき

手続」が定められた場合など必要な情報が示された場

合には，法務省ホームページで，随時お知らせします

（なお，二国間取決めを作成した国以外の国籍を有す

る者であっても受け入れることは可能です。）。 

○ 二国間取決めにおいて，「遵守すべき手続」が定められ

た場合など必要な情報が示された場合には，出入国在

留管理庁ホームページで，随時お知らせします（なお，二

国間取決めを作成した国以外の国籍を有する者であって

も受け入れることは可能です。）。 

32 P.34 （８）技能実習によ

り修得等した技能

等の本国への移転

に関するもの 

【留意事項】 

○２つ目 

○ 「技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたこ

とがある者」には，「技能実習」の在留資格が施行された

平成２２年７月前の「特定活動」（技能実習）をもって在

留していた者も含まれます。 

○ 「技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたこと

がある者」には，「技能実習」の在留資格が施行された平

成２２年７月前の「特定活動」（技能実習）をもって在留し

ていた者も含まれます（平成３１年法務省令第７号附則

第９条）。 

33 P.37 第３節 

（４）外国人のこれ

までの在留活動の

状況，在留の必要性

等に関すること 

【確認対象の書類】 

○１つ目 

○ 国税 

〈確定申告をしていない場合〉 

・直近１年分の個人住民税の課税証明書 

・住民税の課税証明書と同一年分の給与所得の源泉

徴収票 

○ 国税 

〈確定申告をしていない場合〉 

・直近１年分の個人住民税の課税証明書 

・住民税の課税証明書と同一年分の給与所得の源泉徴

収票 

＊確定申告が必要な場合については，【留意事項】

を参照 

34 P.38 ○３つ目～ 

 ５つ目 

○ 国民健康保険 

・国民健康保険被保険者証の写し 

 

・国民健康保険料（税）納付証明書 

○ 国民健康保険 

・国民健康保険被保険者証の写し（保険者番号及び被保

険者等記号・番号を申請人等によりマスキングしたものに

限る。） 



・納付（税）緩和措置（換価の猶予，納付の猶予又は納付

受託）に係る通知書の写し 

＊納付（税）緩和措置（換価の猶予，納付の猶予又は納

付受託）の適用を受けていることが国民健康保険料

（税）納付証明書に記載されていない場合 

○ 国民年金 

・被保険者記録照会回答票 

 

・国民年金保険料領収証書の写し（在留諸申請のあった

日の属する月の前々月までの２４か月分全て）又は被

保険者記録照会（納付Ⅱ）（基礎年金番号をマスキン

グしたものに限る。） 

 ＊国民年金保険料領収証書の写し（在留諸申請のあっ

た日の属する月の前々月までの２４か月分全て）を提出

する場合は，被保険者記録照会回答票の提出は不要

です。 

＊国民年金保険料の納付から被保険者記録照会（納付

Ⅱ）への納付記録の反映までに時間を要することから，

反映前に提出する場合は，被保険者記録照会（納付

Ⅱ）に加え，該当する月の国民年金保険料領収証書の

写しも提出してください。 

・国民健康保険料（税）納付証明書 

・納付（税）緩和措置（換価の猶予，納付の猶予又は納付

受託）に係る通知書の写し 

＊納付（税）緩和措置（換価の猶予，納付の猶予又は納付

受託）の適用を受けていることが国民健康保険料（税）納

付証明書に記載されていない場合 

○ 国民年金 

・被保険者記録照会回答票（基礎年金番号を申請人等に

よりマスキングしたものに限る。） 

・国民年金保険料領収証書の写し（在留諸申請のあった日

の属する月の前々月までの２４か月分全て）又は被保険

者記録照会（納付Ⅱ）（基礎年金番号を申請人等により

マスキングしたものに限る。） 

 ＊国民年金保険料領収証書の写し（在留諸申請のあった

日の属する月の前々月までの２４か月分全て）を提出す

る場合は，被保険者記録照会回答票の提出は不要で

す。 

＊国民年金保険料の納付から被保険者記録照会（納付

Ⅱ）への納付記録の反映までに時間を要することから，反

映前に提出する場合は，被保険者記録照会（納付Ⅱ）に

加え，該当する月の国民年金保険料領収証書の写しも

提出してください。 

○ 上記のいずれかに滞納がある場合 

・公的義務履行に関する誓約書（参考様式第１－２６号） 

・納付緩和措置（換価の猶予，納税（納付）の猶予又は納

付受託等）又は社会保険料の納付免除措置の申請中で

あることその他納付できないことにやむを得ない事情があ

ることを疎明する資料 



※「疎明する資料」の詳細については，地方出入国在留管

理局にお問合せください。 

35 P.38 【留意事項】 

○１つ目 

〇 日本に在留する留学生等の外国人を特定技能外国

人として雇用する場合には，納税義務や社会保険料

納付義務が履行されていないと，在留資格変更許可

申請の審査に時間を要するほか，許可がされないこと

となりますので，採用予定者がこれらの公的義務を履

行しているかをあらかじめ確認してください。 

〇 日本に在留する留学生等の外国人を特定技能外国人

として雇用する場合には，納税義務や社会保険料納付

義務が履行されていないと，在留資格変更許可申請の

審査に時間を要するほか，許可がされないこととなります

ので，採用予定者がこれらの公的義務を履行しているか

をあらかじめ確認してください。なお，税や社会保険料の

納付意思を有し，納付に向けた手続を行っているものの，

在留期限から２か月後までに納付を行うことができないこ

とにやむを得ない事情がある場合には在留資格変更許

可申請時に関係資料（【確認対象の書類】の「○ 上記の

いずれかに滞納がある場合」を参照）を提出してください。 

36 P.38 ○２つ目 （新設） ○ 留学生から特定技能へ移行する場合など，外国人が

同一年内に複数の勤務先からの収入があるなどの場合

には，現在の勤務先又は最寄りの税務署に対して確定申

告を行う必要がないか確認が必要です。 

37 P.38-P.39 ○３つ目 ○ 特定技能外国人から特別徴収をした個人住民税を，

特定技能所属機関が納入していないことに起因して，

個人住民税の未納があることが判明した場合には，特

定技能所属機関が，特定技能基準省令第２条第１項

第１号の規定に基づき，労働，社会保険及び租税に関

する法令の規定を遵守している旨の基準に適合してい

ないものとして取り扱うこととなり，特定技能外国人本人

が納税義務を履行していないものとは評価しません。 

〇 特定技能外国人から特別徴収をした個人住民税を，

特定技能所属機関が納入していないことに起因して，個

人住民税の未納があることが判明した場合には，特定技

能基準省令第２条第１項第１号の規定に基づき，特定

技能所属機関が労働，社会保険及び租税に関する法

令の規定を遵守している旨の基準に適合していないもの

として取り扱われます（特定技能外国人本人が納税義

務を履行していないものとは評価しません。）。 

38 P.39 ○５つ目 ○ 被保険者記録照会回答票及び被保険者記録照

会（納付Ⅱ）は，日本年金機構の中央年金センター

（郵送申請・交付）又は年金事務所（窓口申請・郵

○ 被保険者記録照会回答票及び被保険者記録照会（納

付Ⅱ）は，日本年金機構の納付記録交付担当係（郵送

申請・交付）又は年金事務所（窓口申請・郵便交付）へ



便交付）へ申請してください。交付を急ぐ場合は最寄

りの年金事務所へ御相談ください。 

申請してください。交付を急ぐ場合は最寄りの年金事務所

へ御相談ください。 

39 P.43 第５章 

第１節 

（３）報酬等に関す

るもの 

【留意事項】 

○２つ目及び３つ

目 

○ 特定技能外国人は，技能実習２号修了者であれ

ばおおむね３年間，技能実習３号修了者であればお

おむね５年間，日本に在留し技能実習を修了した者

であることから，従事しようとする業務について，おお

むね３年程度又は５年程度の経験者として取り扱う

必要があります。この場合，技能実習２号修了時の

報酬額を上回ることはもとより，実際に３年程度又は

５年程度の経験を積んだ日本人の技能者に支払っ

ている報酬額とも比較し，適切に設定する必要があ

ります。 

○ 留学生等を新たに雇用する場合には，雇用する特

定技能所属機関の就業規則等に従って賃金を適

切に設定する必要があります。 

〇 特定技能外国人は，技能実習２号修了者であればおお

むね３年間，技能実習３号修了者であればおおむね５年

間，日本に在留し技能実習を修了した者であることから，

従事しようとする業務について，おおむね３年程度又は５

年程度の経験者として取り扱う必要があります。技能実習

生として受け入れたことがある者を特定技能外国人として

雇用する場合，技能実習２号修了時の報酬額を上回る

ことはもとより，実際に３年程度又は５年程度の経験を積

んだ日本人の技能者に支払っている報酬額とも比較し，

適切に設定する必要があります。 

○ 留学生等であった者や他の受入れ機関において受け入

れられていた技能実習生を新たに雇用する場合には，雇

用する特定技能所属機関の就業規則等に従って賃金を

適切に設定する必要があります。 

40 P.45 （５）派遣先に関す

るもの 

【留意事項】 

○１つ目 

○ 分野別運用方針において，特定技能外国人を派遣形

態で雇用することができる分野は，「農業分野」及び「漁

業分野」とされていることから（２０１９年３月２０日現

在），これ以外の特定産業分野については，特定技能

外国人を派遣形態で雇用することは認められないことに

留意してください。 

○ 分野別運用方針において，特定技能外国人を派遣形

態で雇用することができる分野は，「農業分野」及び「漁

業分野」とされていることから（令和３年２月１９日時点），

これ以外の特定産業分野については，特定技能外国人

を派遣形態で雇用することは認められないことに留意し

てください。 

41 P.47 第２ 

（１）帰国担保措置

に関するもの 

【留意事項】 

○２つ目 

○ 「必要な措置」とは，帰国旅費を負担することのほか，

帰国のための航空券の予約及び購入を行うなどを含む

措置を講ずることをいいます。 

○ 「必要な措置」とは，帰国旅費を負担することのほか，

帰国のための航空券の予約及び購入，帰国するまでに

必要に応じて行うべき生活支援を含む措置を講ずること

をいいます。 

42 P.49 第２節 ○ 労働関係法令の遵守 ○ 労働関係法令の遵守 



第１ 

（１）労働，社会保

険及び租税に関す

る法令の規定の遵

守に関するもの 

【確認対象の書類】 

○１つ目 

＜労働保険の適用事業所の場合＞ 

（初めて受入れる場合） 

・労働保険料等納付証明書（未納なし証明） 

（受入れを継続している場合） 

・雇用保険被保険者資格取得確認通知書（事業主

控）の写し 

＊対象となる特定技能外国人に係る最初の在留

期間更新許可申請時のみ 

・領収証書の写し（直近１年分）又は口座振替結果

通知ハガキ（直近１年分） 

＊口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には

都道府県労働局が発行する「労働保険料等口座

振替結果のお知らせ」を提出してください。 

・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書（事

業主控）の写し（上記の領収証書等に対応する分） 

＊労働保険事務組合に事務委託している事業場

は，事務組合が発行した「労働保険料領収書」の

写し（直近１年分）及び「労働保険料等納入通知

書」の写し（前記の領収書等に対応する分） 

＜労働保険の適用事業所の場合＞＊原則として２年に１回

の提出（注） 

（初めて受入れる場合） 

・労働保険料等納付証明書（未納なし証明） 

（受入れを継続している場合） 

・領収証書の写し（直近２年分）又は口座振替結果通知

ハガキ（直近２年分） 

＊口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には都

道府県労働局が発行する「労働保険料等口座振替

結果のお知らせ」を提出してください。 

・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書（事業主

控）の写し（上記の領収証書等に対応する分） 

＊労働保険事務組合に事務委託している事業場

は，事務組合が発行した「労働保険料領収書」の写し

（直近２年分）及び「労働保険料等納入通知書」の写

し（前記の領収書等に対応する分） 

43 P.49-P.50 ○２つ目 ○ 社会保険関係法令の遵守 

＜健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合＞ 

 

（略） 

＜健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場

合＞ 

・事業主本人の国民健康保険被保険者証の写し 

 

 

○ 社会保険関係法令の遵守 

＜健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合＞＊

原則として２年に１回の提出（注） 

（略） 

＜健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合

＞＊原則として２年に１回の提出（注） 

・事業主本人の国民健康保険被保険者証の写し（保険

者番号及び被保険者等記号・番号を申請人等によりマス

キングしたものに限る。） 



・事業主本人の国民健康保険料（税）納付証明書 

・納付（税）緩和措置（換価の猶予，納付の猶予又は納

付受託）に係る通知書の写し 

＊納付（税）緩和措置（換価の猶予，納付の猶予又は

納付受託）の適用を受けることが国民健康保険料（税）

納付証明書に記載されていない場合 

・事業主本人の被保険者記録照会回答票 

 

・事業主本人の国民年金保険料領収証書の写し（在留

諸申請のあった日の属する月の前々月までの２４か月

分全て）又は被保険者記録照会（納付Ⅱ） 

（略） 

・事業主本人の国民健康保険料（税）納付証明書 

・納付（税）緩和措置（換価の猶予，納付の猶予又は納

付受託）に係る通知書の写し 

＊納付（税）緩和措置（換価の猶予，納付の猶予又は納

付受託）の適用を受けることが国民健康保険料（税）納

付証明書に記載されていない場合 

・事業主本人の被保険者記録照会回答票（基礎年金番

号を申請人等によりマスキングしたものに限る。） 

・事業主本人の国民年金保険料領収証書の写し（在留

諸申請のあった日の属する月の前々月までの２４か月分

全て）又は被保険者記録照会（納付Ⅱ）（基礎年金番号

を申請人等によりマスキングしたものに限る。） 

（略） 

44 P.50-P.51 ○３つ目 ○ 租税関係法令の遵守 

＜法人の場合＞ 

（国税） 

・税目を源泉所得税及び復興特別所得税，法人

税，消費税及び地方消費税とする納税証明書（その

３） 

・上記税目のうち，未納がある税目に係る「未納税

額のみ」の納税証明書（その１）で，備考欄に換価の

猶予，納税の猶予又は納付受託中である旨の記載

があるもの 

＊納税緩和措置（換価の猶予，納税の猶予又は

納付受託）を受けている場合 

（地方税） 

・税目を法人住民税とする納税証明書 

・納税緩和措置（換価の猶予，納税の猶予又は納

○ 租税関係法令の遵守 

＜法人の場合＞＊原則として２年に１回の提出（注） 

（国税） 

・税目を源泉所得税及び復興特別所得税，法人税，

消費税及び地方消費税とする納税証明書（その３） 

・上記税目のうち，未納がある税目に係る「未納税額

のみ」の納税証明書（その１）で，備考欄に換価の猶

予，納税の猶予又は納付受託中である旨の記載があ

るもの 

＊納税緩和措置（換価の猶予，納税の猶予又は

納付受託）を受けている場合 

（地方税） 

・税目を法人住民税とする納税証明書（初めて受け

入れる場合は直近１年分，受入れを継続している場

合には直近２年分） 



付受託）に係る通知書の写し 

＊納税緩和措置（換価の猶予，納税の猶予又

は納付受託）の適用を受けていることが納税証

明書に記載されていない場合 

 

＜個人事業主の場合＞ 

 

（国税） 

・税目を源泉所得税及び復興特別所得税，申告所

得税及び復興特別所得税，消費税及び地方消費税，

相続税，贈与税とする納税証明書（その３） 

・上記税目のうち，未納がある税目に係る「未納税額

のみ」の納税証明書（その１）で，備考欄に換価の猶

予，納税の猶予又は納付受託中である旨の記載があ

るもの 

＊納税緩和措置（換価の猶予，納税の猶予又

は納付受託）を受けている場合 

（地方税） 

・税目を個人住民税とする納税証明書 

・納税緩和措置（換価の猶予，納税の猶予又は納

付受託）に係る通知書の写し 

＊納税緩和措置（換価の猶予，納税の猶予又

は納付受託）の適用を受けていることが納税証

明書に記載されていない場合 

・納税緩和措置（換価の猶予，納税の猶予又は納付

受託）に係る通知書の写し 

＊納税緩和措置（換価の猶予，納税の猶予又は

納付受託）の適用を受けていることが納税証明書

に記載されていない場合 

＜個人事業主の場合＞＊原則として２年に１回の提出

（注） 

（国税） 

・税目を源泉所得税及び復興特別所得税，申告所

得税及び復興特別所得税，消費税及び地方消費

税，相続税，贈与税とする納税証明書（その３） 

・上記税目のうち，未納がある税目に係る「未納税額

のみ」の納税証明書（その１）で，備考欄に換価の猶

予，納税の猶予又は納付受託中である旨の記載があ

るもの 

＊納税緩和措置（換価の猶予，納税の猶予又は

納付受託）を受けている場合 

（地方税） 

・税目を個人住民税とする納税証明書（初めて受け

入れる場合は直近１年分，受入れを継続している場

合には直近２年分） 

・納税緩和措置（換価の猶予，納税の猶予又は納付

受託）に係る通知書の写し 

＊納税緩和措置（換価の猶予，納税の猶予又は

納付受託）の適用を受けていることが納税証明書

に記載されていない場合 

（注）上記の保険料及び税のいずれにも滞納がない場合に

限り，領収書や証明書等の提出は原則として２年に１回と



し，提出を省略する当該申請においては，公的義務履行

に関する説明書（参考様式第１－２７号）の提出が必要

（保険料及び税のいずれかに滞納がある場合には提出を

省略することはできず上記に応じた領収書や証明書等の

提出が必要）です。 

なお，地方出入国在留管理局は，特定技能所属機関

に対して受入れが適正に行われていることを確認するた

めに実地調査等を行うことがあり，必要に応じ，領収書や

証明書の提出が求められることがあります。 

45 P.52 【留意事項】 

＜健康保険及び厚

生年金保険の適用

事業所ではない場

合＞ 

○１つ目 

○ 社会保険料納入状況照会回答票，被保険者記録照

会回答票及び被保険者記録照会（納付Ⅱ）は，日本

年金機構の中央年金センター（郵送申請・交付）又は

年金事務所（窓口申請・郵送交付）へ申請してくださ

い。交付を急ぐ場合は，最寄りの年金事務所へご相談

ください。 

○ 社会保険料納入状況照会回答票，被保険者記録照

会回答票及び被保険者記録照会（納付Ⅱ）は，日本年

金機構の納付記録交付担当係（郵送申請・交付）又は年

金事務所（窓口申請・郵送交付）へ申請してください。交

付を急ぐ場合は，最寄りの年金事務所へご相談ください。 

46 P.53 （２）非自発的離職

者の発生に関する

もの 

【確認対象の書類】 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号） ・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号）＊原

則として３年に１回の提出 

47 P.53 ○２つ目 ○ 「非自発的に離職させた」とは，具体的には次のもの

に該当する場合をいいます。なお，非自発的離職者を

１名でも発生させている場合は，基準に適合しないこと

となります。 

・ 人員整理を行うための希望退職の募集又は退職勧奨

を行った場合（天候不順や自然災害の発生によりやむ

を得ず解雇する場合は除く。） 

○ 「非自発的に離職させた」とは，具体的には次のもの

に該当する場合をいいます。なお，非自発的離職者を

１名でも発生させている場合は，基準に適合しないこと

となります。 

・ 人員整理を行うための希望退職の募集又は退職勧奨

を行った場合（天候不順や自然災害の発生，又は，新

型コロナウイルス感染症等の感染症の影響により経営

上の努力を尽くしても雇用を維持することが困難な場

合は除く。） 



48 P.54 （３）行方不明者の

発生に関するもの 

【確認対象の書類】 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号） ・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号）＊原

則として３年に１回の提出 

49 P.57 （４）関係法律によ

る刑罰を受けたこ

とによる欠格事由 

【確認対象の書類】 

＜法人の場合＞ 

・登記事項証明書 

・役員の住民票の写し 

＊未成年者がある場合で，法定代理人が法人であ

るときは当該法定代理人分も含む。 

・特定技能所属機関の役員の誓約書（参考様式第１－２

３号） 

＊住民票の写しの提出を省略する役員がいる場   

合 

＜個人事業主の場合＞ 

・個人事業主の住民票の写し 

＊未成年者がある場合で，法定代理人が個人であ

るときは当該法定代理人分も含む。 

＜法人の場合＞ 

・登記事項証明書＊原則として３年に１回の提出 

・役員の住民票の写し＊原則として３年に１回の提出 

＊未成年者がある場合で，法定代理人が法人である

ときは当該法定代理人分も含む。 

・特定技能所属機関の役員の誓約書（参考様式第１－２３

号） 

＊住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合 

＜個人事業主の場合＞ 

・個人事業主の住民票の写し＊原則として３年に１回の提

出 

＊未成年者がある場合で，法定代理人が個人である

ときは当該法定代理人分も含む。 

50 P.58-P.63 （５）～（８） （５）特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性に

係る欠格事由 

   （略） 

（６）実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由 

   （略） 

（７）出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行っ

たことに関するもの 

   （略） 

（８）暴力団排除の観点からの欠格事由 

   （略） 

 

 

 

（５）実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由 

   （略） 

（６）出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行っ

たことに関するもの 

   （略） 

（７）暴力団排除の観点からの欠格事由 

   （略） 

（８）特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性に

係る欠格事由 



   （略） 

51 P.58 （５）実習認定の取

消しを受けたこと

による欠格事由 

【確認対象の書類】 

＜法人の場合＞ 

・登記事項証明書 

・役員の住民票の写し 

＜個人事業主の場合＞ 

・個人事業主の住民票の写し 

＜法人の場合＞ 

・登記事項証明書＊原則として３年に１回の提出 

・役員の住民票の写し＊原則として３年に１回の提出 

＜個人事業主の場合＞ 

・個人事業主の住民票の写し＊原則として３年に１回の提

出 

 

 

52 P.60 （６）出入国又は労

働関係法令に関す

る不正行為を行っ

たことに関するも

の 

（その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は

著しく不当な行為として想定されるもの） 

出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著

しく不当な行為 

ロ 

外国人の就労に関し労働基準法又は労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その

他これらに類する法令の規定に違反する行

為 
 

（その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は

著しく不当な行為として想定されるもの） 

出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著

しく不当な行為 

ロ 

外国人の就労に関し労働基準法（昭和２２

年法律第４９号）又は労働安全衛生法（昭

和４７年法律第５７号）その他これらに類する

法令の規定に違反する行為 
 

53 P62.-P63. （７）暴力団排除の

観点からの欠格事

由 

【関係規定】 

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条 

法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適

合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るもの

は，次のとおりとする。 

四 次のいずれにも該当しないこと。 

ヌ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日か

ら５年を経過しない者（以下「暴力団員等」とい

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条 

法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適

合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るもの

は，次のとおりとする。 

四 次のいずれにも該当しないこと。 

ヌ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日か

ら５年を経過しない者（以下「暴力団員等」とい



う。） 

ヲ 法人であって，その役員のうちにイからルまでの

いずれかに該当する者があるもの 

ワ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

う。） 

ワ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

54 P.66 （１０）保証金の徴

収・違約金契約等に

よる欠格事由 

【確認対象の書類】 

・事前ガイダンスの確認書（参考様式第１－７号）※１０か

国語の翻訳様式を HP 掲載 

＊１号特定技能外国人を雇用する特定技能所属機関の

み 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

55 P.66 【留意事項】 

○５つ目 

○ 事前ガイダンスの確認書（参考様式第１－７号）は，

申請人が十分に理解できる言語により作成し，申請人

が内容を十分に理解した上で署名をしていることが求

められます。 

（削除） 

56 P.67 （１１）支援に要す

る費用負担に関す

るもの 

【確認対象の書類】 

・事前ガイダンスの確認書（参考様式第１－７号）※１０か

国語の翻訳様式を HP 掲載 

＊１号特定技能外国人を雇用する特定技能所属機関の

み 

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１７

号）※１０か国語の翻訳様式を HP 掲載 

＊１号特定技能外国人を雇用する特定技能所属機関の

み 

・雇用の経緯に係る説明書（参考様式第１－１６号） 

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１７号）

※10 か国語の翻訳様式を HP 掲載 

＊１号特定技能外国人を雇用する特定技能所属機関のみ 

57 P.67 【留意事項】 

○３つ目 

○ 事前ガイダンスの確認書（参考様式第１－７号）及び

１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１７

号）は，申請人が十分に理解できる言語により作成し，

申請人が内容を十分に理解した上で署名をしているこ

とが求められます。 

○ １号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１７

号）は，申請人が十分に理解できる言語により作成し，申

請人が内容を十分に理解した上で署名をしていることが

求められます。 

58 P.68 （１２）派遣形態に

よる受入れに関す

るもの 

○ 派遣元（特定技能所属機関）関係 

＜分野共通の書類＞ 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号） 

○ 派遣元（特定技能所属機関）関係 

＜分野共通の書類＞ 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号）＊原



【確認対象の書類】 

○１つ目 

 

 

＜分野ごとの書類＞ 

派遣形態での雇用が可能な特定産業分野（２０１９年

３月２０日現在，農業分野と漁業分野に限る。）ごとに提

出が必要な書類については，本運用要領別紙２及び本

運用要領別冊（分野別）を参照してください。 

則として３年に１回の提出 

・派遣計画書（参考様式第１－１２号） 

＜分野ごとの書類＞ 

派遣形態での雇用が可能な特定産業分野（令和３年２

月１９日時点，農業分野と漁業分野に限る。）ごとに提出が

必要な書類については，本運用要領別冊（分野別）を参照

してください。 

59 P.70 （１４）特定技能雇

用契約履行体制に

関するもの 

【確認対象の書類】 

 

＜法人の場合＞ 

・決算文書（貸借対照表及び損益計算書又は収支計算

書）の写し（直近２年分） 

・法人税の確定申告書の控えの写し（直近２年分） 

・中小企業診断士，公認会計士等の企業評価を行う能

力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改

善の見通しについて評価を行った書面 

＊直近期末において債務超過がある場合 

（注）上記の決算文書等の書類を省略できる場合あり

（【留意事項】を参照） 

＜個人事業主の場合＞ 

・税目を申告所得税の納税証明書（その２）（直近２年分） 

（注）上記の納税証明書を省略できる場合あり（【留意事

項】を参照） 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号） 

＜直近期末において債務超過（純資産又は元入金がマイ

ナス）がある場合＞ 

・中小企業診断士，公認会計士等の企業評価を行う能力

を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の

見通しについて評価を行った書面 

＜直近２期末のいずれも債務超過（純資産又は元入金がマ

イナス）がある場合＞ 

・中小企業診断士，公認会計士等の企業評価を行う能力

を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の

見通しについて評価を行った書面 

・労働保険料，社会保険料及び租税の納付に関する領収

書や証明書等（本節第１（１）【確認対象の書類】を参照） 

60 P.70-P.71 

 

【留意事項】 

○１つ目～３つ目 

○ 財政的基盤を有しているかについては，特定技能所

属機関の事業年度末における欠損金の有無，債務超

過の有無等から総合的に判断されることになります。 

○ 特定技能雇用契約を継続して履行する体制を有して

いることについて，直近２年分の決算文書（貸借対照表

及び損益計算書又は収支計算書）の写し及び直近２

年分の法人税の確定申告書の控え（納税地の所轄税

○ 財政的基盤を有しているかについては，特定技能所属

機関の事業年度末における欠損金の有無，債務超過の

有無等から総合的に判断されることになります。 

○ 直近期末において債務超過がある場合は，中小企業

診断士，公認会計士等の企業評価を行う能力を有する

と認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しに

ついて評価を行った書面の提出も必要となります。 



務署長の受付印のあるもの）の写し（個人事業主にあっ

ては，直近２年分の納税証明書（その２））を提出してく

ださい。 

○ 貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書の写し

については，納税地の所轄税務署長に提出したもの

（損益計算書又は収支計算書については，可能な限り

事業区分（セグメント）単位で売上額が確認できるもの）

であることが求められます。なお，直近の事業年度にお

ける決算は終了しているものの，総会の承認を得てい

ないため納税地の所轄税務署長に提出していない場

合は，当該決算に係る貸借対照表及び損益計算書又

は収支計算書を確実に納税地の所轄税務署長に提

出することが確認できる場合に限り，当該貸借対照表

及び損益計算書又は収支計算書の写しで差し支えあり

ません。 

なお，法人設立直後であるなどの理由により，直近

の２年分に係る書類が存在しない場合には，存在する

ものを提出することが求められます。 

○ 法人税の確定申告書の写しについては，納税地の所

轄税務署長に法人税の確定申告書が提出され，納税

地の所轄税務署長の受付印のあるもの（電子申請の

場合は，納税地の所轄税務署に受け付けられた旨が

確認できるもの）であることが求められます。納税証明

書の写しについては，国税通則法施行令第 41 条第１

項第３号ロに係る同法施行規則別紙第８号様式（その

２）による法人の事業年度における所得金額に関するも

のであることが求められます。 

なお，法人設立直後であるなどの理由により，直近

○ 設立後最初の決算期（確定申告時期）を経ていない場

合（特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号）

の２欄に記載できない場合）には，当該決算期（確定申告

時期）を経た直後の在留諸申請において，特定技能所属

機関概要書（参考様式第１－１１号）の提出が必要となり

ます。 



の２年分に係る書類が存在しない場合には，存在する

ものを提出することが求められます。 

○ 直近期末において債務超過がある場合は，中小企業

診断士，公認会計士等の企業評価を行う能力を有す

ると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通

しについて評価を行った書面の提出も必要となります。 

○ 設立後最初の決算期を終了していない法人の申請

に係る場合には，会社法第４３５条第１項に規定する会

社設立時の貸借対照表，一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律第１２３条第１項（同法第１９９条

において準用する場合を含む。）に規定する法人成立

時の貸借対照表等を提出してください。 

○ 特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属

機関が，当該外国人を技能実習生として受け入れてい

た実習実施者である場合（当該外国人が技能実習２

号を修了して帰国した後に，同一の実習実施者と特定

技能雇用契約を締結する場合を含む。）には，過去１

年以内に技能実習法の「改善命令」（技能実習法施行

前の旧制度における「改善指導」を含む。）を受けてい

ない場合には【確認対象の書類】に掲げる決算文書

（貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書）の写

しや税目を申告所得税の納税証明書（その２）の提出

を省略することができます。 

61 P.74 第２ 

（１）中長期在留者

の受入れ実績等に

関するもの 

【確認対象の書類】 

・支援責任者の就任承諾書及び誓約書（参考様式第１

－１９号） 

・支援責任者の履歴書（参考様式第１－２０号） 

・支援担当者の就任承諾書及び誓約書（参考様式第１

－２１号） 

＜共通＞ 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号） 

＜第１号ロに該当する場合＞ 

・支援責任者の履歴書（参考様式第１－２０号） 

・支援担当者の履歴書（参考様式第１－２２号） 



・支援担当者の履歴書（参考様式第１－２２号） 

＜第１号ハに該当する場合＞ 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号） 

・第１号ハに該当（同号イ又はロに掲げる者と同程度に支

援業務を適正に実施することができる者）することの説

明書 

・上記説明書の記載内容に係る立証資料 

＜第１号ハに該当する場合＞ 

・第１号ハに該当（同号イ又はロに掲げる者と同程度に支援

業務を適正に実施することができる者）することの説明書 

・上記説明書の記載内容に係る立証資料 

62 P.75 【留意事項】 

○９つ目 

○ 第１号ハに該当するか否かについては，提出された

資料に基づき個別に判断がされることとなります。な

お，主な考慮要素としては，本邦に在留する外国人の

雇用管理や生活相談を行った実績のほか，支援を適

切に行う能力や体制があるといえるような事業実績，事

業の公益性などの諸事情が挙げられます。 

○ 第１号ハに該当するか否かについては，提出された資

料に基づき個別に判断がされることとなります。なお，主

な考慮要素としては，本邦に在留する外国人（在留資格

を問わない。）の雇用管理や生活相談を行った実績のほ

か，支援を適切に行う能力や体制があるといえるような

事業実績並びに支援業務に従事する役職員の経験及

び保有する資格などの諸事情が挙げられます。 

63 P.76 （２）十分に理解で

きる言語による支

援体制に関するも

の 

【確認対象の書類】 

・１つ目 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号） 

 

（削除） 

64 P.77 （３）支援の実施状

況に係る文書の作

成等に関するもの 

【留意事項】 

○１つ目 

② 

② 支援の委託契約に関する管理簿 

・支援業務に関する事項（委託契約書） 

・支援経費の収支に関する事項（支援委託費含む。） 

② 支援の委託契約に関する管理簿 

・支援業務に関する事項（支援委託契約書（参考様式第１

－１８号）） 

・支援経費の収支に関する事項（支援委託費含む。） 

65 P.77 ④ ④ 支援の実施に関する管理簿 

ⅰ 事前ガイダンスに関する事項 

④ 支援の実施に関する管理簿 

ⅰ 事前ガイダンスに関する事項 



・１号特定技能外国人の氏名，生年月日，国籍・地

域，性別及び在留カード番号 

・実施担当者（通訳人を含む。）の氏名及び所属 

・実施日時及び実施場所 

・実施内容（情報提供内容） 

・実施方法 

・１号特定技能外国人の氏名，生年月日，国籍・地

域，性別及び在留カード番号 

・実施担当者（通訳人を含む。）の氏名及び所属 

・実施日時及び実施場所 

・実施内容（情報提供内容） 

・実施方法 

    ＊事前ガイダンスの確認書（参考様式第１－７号）を

保存してください。 

66 P.78 （４）支援の中立性

に関するもの 

【確認対象の書類】 

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１７

号）※10 か国語の翻訳様式を HP 掲載 

・支援責任者の就任承諾書及び誓約書（参考様式第１

－１９号） 

・支援責任者の履歴書（参考様式第１－２０号） 

・支援担当者の就任承諾書及び誓約書（参考様式第１

－２１号） 

・支援担当者の履歴書（参考様式第１－２２号） 

・特定技能所属機関概要書（参考様式第１－１１号）＊原

則として３年に１回の提出 

・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１７号）

※10 か国語の翻訳様式を HP 掲載 

67 P.84 第６章 

第２節 

（１）１号特定技能

外国人支援計画の

必要的記載事項に

関するもの 

○１つ目 

○ １号特定技能外国人支援計画には，特定技能基準

省令第３条に定められた事項を記載しなければなりま

せん。なお，行わなければならない支援の具体的な内

容については，運用要領別冊（支援）を参照してくださ

い。 

○ １号特定技能外国人支援計画には，特定技能基準

省令第３条第１項各号に定められた事項を記載しなけ

ればなりません。なお，行わなければならない支援の具

体的な内容については，運用要領別冊（支援）を参照

してください。 

68 P.84 【留意事項】 【留意事項】 

〇 「十分に理解することができる言語」とは，特定技能

外国人の母国語には限られませんが，当該外国人が

内容を余すことなく理解できるものをいいます。 

○ １号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１

（削除） 



７号）は，申請人が十分に理解できる言語により作成

し，申請人が内容を十分に理解して署名をしていること

が求められます。 

69 P85-86 （３）１号特定技能

外国人支援計画の

作成言語・写しの交

付に関するもの 

（新設） （３）１号特定技能外国人支援計画の作成言語・写しの交

付に関するもの 

 

【関係規定】 

法第２条の５ 

６ 別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号に

掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契

約を締結しようとする本邦の公私の機関は，法務省

令で定めるところにより，当該機関が当該外国人に

対して行う，同号に掲げる活動を行おうとする外国人

が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるよう

にするための職業生活上，日常生活上又は社会生

活上の支援（次項及び第４章第１節第２款において

「１号特定技能外国人支援」という。）の実施に関す

る計画（第８項，第７条第１項第２号及び同款におい

て「１号特定技能外国人支援計画」という。）を作成

しなければならない。 

特定技能基準省令第３条 

２ １号特定技能外国人支援計画は、特定技能所属

機関が、日本語及び当該１号特定技能外国人支援

計画に係る外国人が十分に理解することができる言

語により作成し、当該外国人にその写しを交付しなけ

ればならない。 

 

○ １号特定技能外国人支援計画は日本語及び特



定技能外国人が理解することができる言語により作

成し，その写しを当該外国人に交付しなければなり

ません。 

 

【確認対象の書類】 

・１号特定外国人支援計画書（参考様式第１－１７

号）※10 か国語の翻訳様式を HP 掲載 

【留意事項】 

〇 「十分に理解することができる言語」とは，特定

技能外国人の母国語には限られませんが，当該

外国人が内容を余すことなく理解できるものをい

います。 

○ １号特定技能外国人支援計画書（参考様式第

１－１７号）は，申請人が十分に理解できる言語

により作成し，申請人が内容を十分に理解して署

名をしていることが求められます。 
 

70 P.87 第３節 

（２）一部委託の範

囲の明示に関する

もの 

【確認対象の書類】 

・支援委託契約書の写し（参考様式第１－１８号） ・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１７号） 

71 P.89 第４節 

１号特定技能外国

人支援計画の登録

支援機関への委託 

【確認対象の書類】 

・支援委託契約書の写し（参考様式第１－１８号） ・１号特定技能外国人支援計画書（参考様式第１－１７号） 

・登録支援機関との支援委託契約に関する説明書（参考様

式第１－２５号） 

72 P.90 第７章 

○４つ目 

○ 本章に定める届出は，届出書及び必要な添付資料を

地方出入国在留管理局へ持参又は郵送して行う必要

○ 本章に定める届出は，届出書及び必要な添付資料を

地方出入国在留管理局へ持参又は郵送して行う必要が



があります（令和２年２月現在において，これらの届出を

インターネットで行うことはできません。インターネットによ

る届出が可能となる時期については，今後，法務省ホ

ームページでお知らせします。）。 

あります（令和３年２月１９日時点において，これらの届出

をインターネットで行うことはできません。インターネットによ

る届出が可能となる時期については，今後，出入国在留

管理庁ホームページでお知らせします。）。 

73 P.91 第１節 

第１契約変更の届

出 

○２つ目 

○届出に当たっては，次の別表に掲げる変更事項に応じ

た添付書類（変更後の契約の内容等を記載した書面）

を提出しなければなりません。 

なお，別表の項番及び変更事項欄は，雇用条件書

（参考様式第１－６号）の項目に対応しています。 

○届出に当たっては，次の別表に掲げる変更事項に応じた

添付書類（変更後の契約の内容等を記載した書面）を提

出しなければなりません。 

なお，別表の項番及び変更事項欄は，派遣先の変更に

関する項目を除き，雇用条件書（参考様式第１－６号）

の項目に対応しています。 



74 P.96-P.98 第２節 

別表（１号特定技能

外国人支援計画の

変更関係） 

  

 

 



  

75 P.98  【留意事項】 

○２つ目 

（新設） ○ 添付する１号特定技能外国人支援計画書（参考様式

第１－１７号）については，変更部分のみを記載してくださ

い。 

76 P.99 第３節 

第１ 契約締結の

届出 

【確認対象の書類】 

・支援委託契約に係る届出（参考様式第３－３号） 

・支援委託契約書の写し（参考様式第１－１８号） 

・支援委託契約に係る届出（参考様式第３－３号） 

・登録支援機関との支援委託契約に関する説明書（参考様

式第１－２５号） 



77 P.100 第２ 契約変更の

届出 

○ 特定技能所属機関は，登録支援機関との支援委託

契約を変更した場合には，当該契約の締結日から１４

日以内に，当該特定技能所属機関の住所（雇用する

特定技能外国人の指定書に記載の住所）を管轄する

地方出入国在留管理局に当該契約を変更した旨並び

に当該契約の変更年月日及び当該契約の内容を記

載した書面を提出して届出を行わなければなりません。 

なお，別表の項番及び変更事項欄は，支援委託契

約書（参考様式第１－１８号）の項目に対応していま

す。 

○ 特定技能所属機関は，登録支援機関との支援委託契

約を変更した場合には，当該契約の締結日から１４日以

内に，当該特定技能所属機関の住所（雇用する特定技

能外国人の指定書に記載の住所）を管轄する地方出入

国在留管理局に当該契約を変更した旨並びに当該契約

の変更年月日及び当該契約の内容を記載した書面を提

出して届出を行わなければなりません。 

なお，別表の項番及び変更事項欄は，登録支援機関

との支援委託契約に関する説明書（参考様式第１－２５

号）の項目に対応しています。 

78 P.100 別表（支援委託契約

の変更関係） 

 

 

79 P.101 【留意事項】 

○１つ目及び２つ

目 

〇 登録支援機関へ委託する業務が１号特定技能外国

人支援計画の一部となる場合には，特定技能所属機

関自らが適合１号特定技能外国人支援計画の適正な

実施に関する基準に適合することが求められることに留

意してください。 

 

○ 上記別表の項番第１条について変更を行う場合は，１

号特定技能外国人支援計画も変更となることから，併

〇 登録支援機関へ委託する業務が１号特定技能外国人

支援計画の一部となる場合には，特定技能所属機関自

らが適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施に

関する基準に適合することが求められることに留意してく

ださい（詳細については第５章第２節第２を参照してくださ

い。）。 

○ 上記別表の項番第４欄について変更を行う場合は，１

号特定技能外国人支援計画も変更となることから，併せ



せて支援計画変更に係る届出書（参考様式第３－２

号）を提出しなければなりません（詳細については，前記

第２節別表の項番Ⅳを参照してください。）。 

て支援計画変更に係る届出書（参考様式第３－２号）を

提出しなければなりません（詳細については，前記第２節

別表の項番Ⅳを参照してください。）。 

80 P.102 第３ 契約終了の

届出 

【留意事項】 

〇 登録支援機関との契約を終了した場合には，特定技

能所属機関自らが１号特定技能外国人支援計画の適

正な実施の確保に関する基準（第６章第２節第２を参

照）に適合するか，別の登録支援機関との委託契約を

締結しなければ，１号特定技能外国人の受入れができ

ないこととなりますので留意願います。 

〇 登録支援機関との契約を終了した場合には，特定技能

所属機関自らが１号特定技能外国人支援計画の適正な

実施の確保に関する基準（第５章第２節第２を参照）に適

合するか，別の登録支援機関との委託契約を締結しなけ

れば，１号特定技能外国人の受入れができないこととなり

ますので留意願います。 

81 P.104 第５節 出入国又

は労働関係法令に

関する不正行為等

を知ったときの届

出 

【留意事項】 

〇 「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく

不当な行為」については，本要領第５章第２節第１（７）

を参照してください。 

〇 「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく

不当な行為」については，本要領第５章第２節第１（６）を

参照してください。 

82 P.107 第７節 １号特定

技能外国人支援計

画の実施状況に関

する届出 

【留意事項】 

○1 つ目 

○ １号特定技能外国人からの相談を端緒とした労働基

準監督署への通報や公共職業安定所（ハローワーク）

への相談を行った場合は，相談内容及び対応結果を

届け出る必要があります。 

 

 

 

○ １号特定技能外国人からの相談を端緒とした労働基

準監督署への通報や公共職業安定所（ハローワーク）

への相談を行った場合は，相談内容及び対応結果を

届け出る必要があります。 

なお，１号特定技能外国人から複数回相談を受け

た場合には，相談記録書（参考様式第５－４号）の写

しを添付してください。 

83 P.107 ○３つ目 ○ 定期的な面談を実施した場合は，面談の実施状況を

記載した定期面談記録書（参考様式第５－５号，第５

－６号）を添付し，面談の内容及び対応結果を届け出

なければなりません。なお，面談の結果，出入国又は

労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の

発生を知った場合は，特定技能外国人の保護を図る

○ 定期的な面談を実施した場合は，面談の実施状況

を記載した定期面談報告書（参考様式第５－５号，第

５－６号）を添付し，面談の内容及び対応結果を届け

出なければなりません。なお，面談の結果，出入国又

は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為

の発生を知った場合は，特定技能外国人の保護を図



ための措置及び関係行政機関への通報を行わなけれ

ばなりません。 

るための措置及び関係行政機関への通報を行わなけ

ればなりません。 

84 P109 第８節 特定技能

外国人の活動状況

に関する届出 

【留意事項】 

〇1 つ目 

○  「報酬の支払状況」を記載した書類として，特定技

能外国人に対する報酬の支払状況（参考様式第３－８

号別紙）及び基本賃金，残業代等諸手当の支給額，

控除額が分かる賃金台帳の写しを添付してください。 

なお，特定技能外国人の報酬を決定するに当たっ

て比較対象とした日本人労働者（いない場合は同一の

業務に従事する日本人労働者）の賃金台帳の写しに

ついては，個人情報保護の観点から，氏名や生年月

日などについては，黒塗りするなどして個人が特定でき

ない状態で届出書に添付してください。 

また，比較対象とした日本人労働者が変更となって

いる場合は，特定技能外国人の報酬に関する説明書

（参考様式第１－４号）に記載の上，賃金台帳の写し

等を添付してください。 

○  「報酬の支払状況」を記載した書類として，特定技能

外国人に対する報酬の支払状況（参考様式第３－８号

別紙）及び基本賃金，残業代等諸手当の支給額，控除

額が分かる賃金台帳の写しを添付してください。 

なお，特定技能外国人の報酬を決定するに当たって

比較対象とした日本人労働者の賃金台帳の写しについ

ては，個人情報保護の観点から，氏名や生年月日など

については，黒塗りするなどして個人が特定できない状

態で届出書に添付してください。在留諸申請時に，比較

対象となる者がいないとして「特定技能外国人の報酬に

関する説明書（参考様式第１－４号）」を提出した場合

は，「比較対象となる日本人労働者がいない」にチェック

をした上で，比較対象者の賃金台帳の写し等の添付は

省略して差し支えありません。 

また，比較対象とした日本人労働者が変更となって

いる場合は，特定技能外国人の報酬に関する説明書

（参考様式第１－４号）に記載の上，賃金台帳の写し

等を添付してください。 

85 P.109-

P.110 

第８節 特定技能

外国人の活動状況

に関する届出 

【留意事項】 

○４つ目 

 

○ 特定技能外国人に係る特別徴収した税を納付してい

ない場合は，当該特定技能外国人の身分事項及び特

別徴収した税を納付していない理由について，理由書

（任意様式）を本届出書（参考様式第３－８号）とともに

提出しなければなりません。 

また，普通徴収で特定技能外国人が税を納付して

いないことを確認した場合は，今後の納付予定につい

て理由書（任意書式）を本届出書に添付してください。 

○ 特定技能外国人又は特定技能所属機関に関する保険

料又は税の納付を行っていない場合は，当該納付を行っ

ていない保険料の種類又は税目（特定の事業所分につ

いて納付を行っていない場合は当該事業所名及び納付

を行っていない理由を含む。）を記載した理由書（任意様

式）を本届出書（参考様式第３－８号）とともに提出しなけ

ればなりません。 

 



86 P.110 ○６つ目 ○ 「受入れに要した費用」とは，受入れ準備費用，特定

技能外国人の人件費，支援費用等をいいます。 

○ ９欄の「受入れに要した費用」欄のうち，「② 受入れに

要した費用」欄については，届出の対象期間内に新たに

受入れを開始した特定技能外国人に関し，特定技能所

属機関，特定技能外国人が負担した額について，名目を

問わず，受入れに要した費用を記載してください。 

87 P.117 第９章 

第１節 

第２ 

（３）申請書の添付

書類 

○２つ目 

〇 具体的な書類については，本運用要領別紙３におい

て一覧表として示していますので活用いただき，申請書

類に不備がないよう留意してください。また，必要な添

付書類の詳細については，法務省ホームページを参照

いただくか，地方出入国在留管理局にお問合せくださ

い。 

○ 必要な添付書類の詳細については，出入国在留管理

庁ホームページにおいて掲載している提出書類一覧表を

参照いただき，御不明な点があれば地方出入国在留管

理局にお問合せください。 

88 P.120-

P.125 

第３ 

（２）～（５） 

（２）申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの

拒否事由 

   （略） 

（３）登録を取り消されたことによる拒否事由 

   （略） 

（４）出入国又は労働関係法令に関し不正行為を行ったこ

とによる拒否事由 

   （略） 

（５）暴力団排除の観点からの拒否事由 

   （略） 

 

 

 

（２）登録を取り消されたことによる拒否事由 

   （略） 

（３）出入国又は労働関係法令に関し不正行為を行ったこと

による拒否事由 

   （略） 

（４）暴力団排除の観点からの拒否事由 

   （略） 

（５）申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの

拒否事由 

89 P.130 （８）中長期在留者

の適正な受入れ実

績がないこと等に

よる拒否事由 

【留意事項】 

○ 第３号ニに該当するか否かについては，提出された資

料に基づき個別に判断がされることとなります。なお，主

な考慮要素としては，本邦に在留する外国人の雇用管

理や生活相談を行った実績のほか，支援を適切に行う

能力や体制があるといえるような事業実績，事業の公

○ 第３号ニに該当するか否かについては，提出された資

料に基づき個別に判断がされることとなります。なお，主

な考慮要素としては，本邦に在留する外国人（在留資格

を問わない。）の雇用管理や生活相談を行った実績のほ

か，支援を適切に行う能力や体制があるといえるような事



○７つ目 益性などの諸事情が挙げられます。 業実績及び事業の公益性の度合い並びに支援業務に従

事する役職員の経験及び保有する資格などの諸事情が

挙げられます。 

90 P.132 （１０）支援業務実

施に係る文書の作

成等をしないこと

による拒否事由 

【留意事項】 

○１つ目 

② 

② 支援の委託契約に関する管理簿 

・受託した支援業務に関する事項（委託契約書） 

 

・支援経費の収支に関する事項（支援委託費を含む。） 

② 支援の委託契約に関する管理簿 

・受託した支援業務に関する事項（支援委託契約書（参

考様式第１－１８号）） 

・支援経費の収支に関する事項（支援委託費を含む。） 

91 P.132-

P.133 

④ ④ 支援の実施に関する管理簿 

ⅰ 事前ガイダンスに関する事項 

・１号特定技能外国人の氏名，生年月日，国籍・地

域，性別及び在留カード番号 

・実施日時及び実施場所 

・実施内容（情報提供内容） 

・実施方法 

・実施担当者（通訳人含む。）の氏名及び役職 

④ 支援の実施に関する管理簿 

ⅰ 事前ガイダンスに関する事項 

・１号特定技能外国人の氏名，生年月日，国籍・地域，

性別及び在留カード番号 

・実施日時及び実施場所 

・実施内容（情報提供内容） 

・実施方法 

・実施担当者（通訳人含む。）の氏名及び役職 

 ＊事前ガイダンスの確認書（参考様式第１－７号）を保存

してください。 

92 P.139-

P.140 

第２節 

第２ 登録支援機

関登録簿の閲覧 

○１つ目 

（新設） 〇 出入国在留管理庁長官が登録支援機関登録簿に登

録した情報は，出入国在留管理庁ホームページにおいて

公表されますので，支援を委託する際に御活用ください。 

（登録支援機関登録簿） 

URL QR コード 



 

http://www.moj.go.jp/isa/p

olicies/ssw/nyuukokukanri0

7_00205.html  
 

93 参考様式 

第 1-1 号 

１枚目 

 

（削除） 



94 参考様式 

第 1-8 号 

１枚目 

 

（削除） 



95 参考様式 

第 1-11

号 

１枚目 

  



96 参考様式 

第 1-11

号 

２枚目 

  



97 参考様式 

第 1-11

号 

３枚目 

 

（削除） 



98 参考様式 

第 1-11

号 

４枚目 

 

（削除） 



99 参考様式 

第 1-16

号 

１枚目 

  



100 参考様式 

第 1-16

号 

２枚目 

  



101 参考様式 

第 1-17

号 

１枚目 

  

102 参考様式 

第 1-17

号 

２枚目 

  



103 参考様式 

第 1-17

号 

３枚目 

  

104 参考様式 

第 1-17

号 

４枚目 

  



105 参考様式 

第 1-17

号 

５枚目 

  

106 参考様式 

第 1-17

号 

６枚目 

  



107 参考様式 

第 1-17

号 

７枚目 

  

108 参考様式 

第 1-17

号 

８枚目 

  



109 参考様式 

第 1-17

号 

９枚目 

  

110 参考様式 

第 1-17

号 

１０枚目 

  



111 参考様式 

第 1-19

号 

１枚目 （削除） 



112 参考様式 

第 1-20

号 

１枚目 

  



113 参考様式 

第 1-21

号 

１枚目 

 

（削除） 



114 参考様式 

第 1-22

号 

１枚目 

  



115 参考様式 

第 1-24

号 

１枚目 

 

（削除） 



116 参考様式 

第 1-25

号 

１枚目 （新設） 

 



117 参考様式 

第 1-26

号 

１枚目 （新設） 

 



118 参考様式 

第 1-27

号 

１枚目 （新設） 

 



119 参考様式 

第 1-28

号 

１枚目 （新設） 

 



120 参考様式 

第 3-1 号 

１枚目 

 

 



121 参考様式 

第 3-1 号 

２枚目 

 

 



122 参考様式 

第 3-1 号 

３枚目 

 

 

 

 



123 参考様式 

第 3-1 号 

４枚目 

  



124 参考様式 

第 3-2 号 

１枚目 

 

 



125 参考様式 

第 3-2 号 

２枚目 

 

 



126 参考様式 

第 3-2 号 

３枚目 

 

 



127 参考様式 

第 3-3 号 

１枚目 

  



128 参考様式 

第 3-3 号 

２枚目 

  



129 参考様式 

第 3-3 号 

３枚目 

  



130 参考様式 

第 3-4 号 

１枚目 

  



131 参考様式 

第 3-4 号 

２枚目 

  



132 参考様式 

第 3-4 号 

３枚目 

  



133 参考様式 

第 3-4 号 

別紙 

  



134 参考様式 

第 3-5 号 

１枚目 

  



135 参考様式 

第 3-5 号 

２枚目 

  



136 参考様式 

第 3-5 号 

３枚目 

  



137 参考様式 

第 3-5 号 

別紙 

  

138 参考様式 

第 3-6 号 

１枚目 

  



139 参考様式 

第 3-6 号 

２枚目 

  



140 参考様式 

第 3-7 号 

１枚目 

  



141 参考様式 

第 3-7 号 

２枚目 

  



142 参考様式 

第 3-7 号 

３枚目 

  



143 参考様式 

第 3-8 号 

１枚目 

  



144 参考様式 

第 3-8 号 

２枚目 

 

 



145 参考様式 

第 3-8 号 

３枚目 

 

 



146 参考様式 

第 3-8 号 

４枚目 

 

 

その他 参考様式

全体 

（第 1-5

号，第 1-

6 号，第

1-13 号，

押印欄  （押印欄の削除） 



第 1-18

号を除

く。） 

 


